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Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
濃
度
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
核
種
が
あ
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

経
産
省
は
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
多
核
種
除
去
設
備
等
処
理
水
（
以
後
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
）

に
、
「
関
係
者
の
御
意
見
を
伺
う
場
」
（
以
後
、
御
意
見
を
伺
う
場
）
を
四
月
か
ら
五
月
に
計
三
回
開
催
し
、
同
省
が
選
ん
だ

関
係
者
が
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
た
一
方
、
東
京
電
力
は
出
席
せ
ず
、
双
方
向
の
質
疑
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

 

一
方
、
原
発
ゼ
ロ
の
会
が
、
経
産
省
、
原
子
力
規
制
庁
、
東
京
電
力
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
以
下
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
を
行
い
、
双

方
向
で
質
疑
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
判
明
し
た
点
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
判
明
点
の
確
認
を
兼
ね
て
、
以
下
尋
ね
る
。 

一 

二
〇
一
九
年
六
月
十
七
日
の
原
子
力
規
制
委
員
会
特
定
原
子
力
施
設
監
視
・
評
価
検
討
会
で
東
京
電
力
が
示
し
た
「
多
核

種
除
去
設
備
等
処
理
水
の
全
ベ
ー
タ
値
と
主
要
七
核
種
合
計
値
と
の
か
い
離
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
で
、
東
京
電
力
は
、
全

ベ
ー
タ
値
と
「
主
要
七
核
種
」
と
す
る
核
種
の
合
計
値
に
は
乖
離
が
あ
り
、
乖
離
の
主
要
因
は
炭
素
十
四
（
Ｃ

１
４
）
と

テ
ク
ネ
シ
ウ
ム
九
十
九
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
明
ら
か
に
し
、
①
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ａ
処
理
水
の
処
分
に
あ
た
り
、
環
境
へ
放
出
す
る

場
合
は
処
分
前
に
「
告
示
濃
度
限
度
比
総
和
」
（
以
後
、
告
示
比
総
和
）
一
未
満
に
な
る
よ
う
に
二
次
処
理
を
実
施
す
る
、

②
今
後
、
告
示
比
総
和
に
Ｃ

１
４
の
寄
与
も
考
慮
す
る
旨
を
含
め
た
「
考
察
・
ま
と
め
」
を
発
表
し
た
。 



 

２ 

 

 
 

東
京
電
力
が
「
考
察
・
ま
と
め
」
で
示
し
た
①
②
の
考
え
方
が
、
今
後
も
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
の
取
扱
い
に
お
い
て
維
持
さ

れ
る
と
原
子
力
規
制
庁
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
確
認
さ
れ
た
が
、
間
違
い
は
な
い
か
。 

二 

東
京
電
力
が
二
〇
二
〇
年
三
月
二
十
四
日
に
公
表
し
た
「
多
核
種
除
去
設
備
等
処
理
水
の
取
扱
い
に
関
す
る
小
委
員
会
報

告
書
を
受
け
た
当
社
の
検
討
素
案
」
（
以
後
、
素
案
）
で
示
し
た
告
示
比
総
和
に
は
六
十
二
核
種
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ま
だ
に
Ｃ

１
４
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
確
認
さ
れ
た
。 

 

１ 

東
京
電
力
は
全
タ
ン
ク
を
測
定
し
、
告
示
比
総
和
に
Ｃ

１
４
を
考
慮
す
る
と
の
原
子
力
規
制
庁
の
認
識
も
確
認
さ
れ

た
が
、
間
違
い
は
な
い
か
。 

 

２ 

告
示
比
総
和
に
は
ト
リ
チ
ウ
ム
も
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

３ 

経
産
省
に
よ
る
御
意
見
を
伺
う
場
の
開
催
や
「
書
面
に
よ
る
御
意
見
の
募
集
」
は
、
東
京
電
力
が
告
示
比
総
和
に
ト
リ

チ
ウ
ム
と
Ｃ

１
４
の
寄
与
を
考
慮
し
た
後
に
、
改
め
て
、
経
産
省
が
選
ぶ
関
係
者
に
限
ら
ず
、
公
募
も
含
め
て
、
双
方

向
で
質
疑
が
で
き
る
形
で
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

三 

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
は
、
い
わ
ゆ
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
の
二
に
基
づ
く
「
特
定
原

子
力
施
設
」
に
指
定
さ
れ
た
。 



 

３ 

 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
七
日
に
決
定
し
た
「
特
定
原
子
力
施
設
へ
の
指
定
に
際
し
東
京
電
力
株
式

会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
対
し
て
求
め
る
措
置
を
講
ず
べ
き
事
項
に
つ
い
て
」
（
以
後
、
原
子
力
委
員
会
決
定
）

で
、
東
京
電
力
に
対
し
て
、
瓦
礫
や
汚
染
水
等
に
よ
る
敷
地
境
界
に
お
け
る
実
効
線
量
を
、
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
に
年
一

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
。 

 

１ 

東
京
電
力
は
三
年
遅
れ
で
二
〇
一
六
年
三
月
に
よ
う
や
く
敷
地
境
界
に
お
け
る
実
効
線
量
年
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満

（
計
年
〇
・
九
六
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）
を
達
成
し
た
。
三
年
遅
れ
と
な
っ
た
理
由
は
な
ん
だ
っ
た
か
、
政
府
の
把
握
す
る

と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

敷
地
内
に
は
汚
染
源
が
複
数
あ
る
た
め
、
東
京
電
力
で
は
、
実
効
線
量
年
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の
内
訳
は
、
液
体

廃
棄
物
の
排
水
に
起
因
す
る
実
効
線
量
を
年
〇
・
二
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
気
体
廃
棄
物
の
放
出
に
起
因
す
る
実
効
線
量

を
年
〇
・
〇
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
汚
染
水
タ
ン
ク
に
起
因
す
る
直
接
線
・
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
を
年
〇
・
二
一
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
、
タ
ン
ク
以
外
に
起
因
す
る
直
接
線
・
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
を
年
〇
・
四
四
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
構
内
散
水
に
起

因
す
る
直
接
線
・
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
を
年
〇
・
〇
六
六
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
し
た
。 

 
 
 

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
原
子
力
規
制
庁
も
、
液
体
廃
棄
物
の
排
水
に
起
因
す
る
実
効
線
量
の
内
訳
は
年
〇
・
二
二



 

４ 

 

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
間
違
い
は
な
い
か
。
ま
た
政
府
の
把
握
す
る
液
体

廃
棄
物
以
外
に
起
因
す
る
実
効
線
量
の
最
新
の
内
訳
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

素
案
に
は
、
放
出
前
に
ト
リ
チ
ウ
ム
以
外
の
核
種
が
告
示
比
総
和
一
未
満
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
原
子
力
委
員
会
決
定
に
基
づ
け
ば
、
告
示
比
総
和
一
未
満
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
同
時
に
、
液
体

廃
棄
物
の
排
水
に
起
因
す
る
実
効
線
量
の
内
訳
は
年
〇
・
二
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
考

え
方
を
原
子
力
規
制
庁
が
維
持
し
て
い
る
こ
と
も
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
確
認
さ
れ
た
が
、
間
違
い
は
な
い
か
。 

 

４ 

原
子
力
委
員
会
決
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
敷
地
境
界
に
お
け
る
実
効
線
量
年
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の
う

ち
、
液
体
廃
棄
物
由
来
の
実
効
線
量
を
年
〇
・
二
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
内
に
抑
え
る
た
め
に
は
、
素
案
に
あ
る
よ
う
に

海
水
中
の
ト
リ
チ
ウ
ム
の
告
示
濃
度
限
度
が
水
一
リ
ッ
ト
ル
中
六
万
ベ
ク
レ
ル
で
あ
る
と
こ
ろ
、
運
用
基
準
は
地
下
水
バ

イ
パ
ス
と
サ
ブ
ド
レ
ン
を
合
わ
せ
て
水
一
リ
ッ
ト
ル
中
千
五
百
ベ
ク
レ
ル
で
あ
る
。 

 
 
 

地
下
水
バ
イ
パ
ス
と
サ
ブ
ド
レ
ン
に
加
え
て
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
処
理
水
を
液
体
廃
棄
物
と
し
て
処
理
す
る
場
合
も
、
敷
地
境
界

に
お
け
る
実
効
線
量
年
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
を
超
え
な
い
た
め
に
、
ト
リ
チ
ウ
ム
の
運
用
目
標
で
あ
る
一
リ
ッ
ト
ル

中
千
五
百
ベ
ク
レ
ル
に
変
化
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 



 

５ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


